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退職給付制度の改定および特別損失の計上に関するお知らせ 

 

 当社は、退職給付制度として規約型確定給付企業年金を採用しておりますが、労使の合意を経て、確定拠

出年金に全面移行することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、今回の制度変更は、厚生労働省における確定拠出年金規約の承認を前提としております。 

 

記 

１．制度改定の目的 

 財務上の不確定リスクを軽減することにより、退職給付制度を将来にわたって安定的に継続可能な

ものとするとともに、多様化する従業員のライフプランや就業意識に対応した制度とすることを目的

としております。 

 

２．制度改定の概要 

 平成 28 年 4 月 1 日を制度改定日とし、現行の規約型確定給付企業年金を過去分、将来分ともに確定

拠出年金に移行します。 

 

３．特別損失の計上および今後の見通しについて 

 当該制度改定に伴い、平成 28 年 3 月期において特別損失約 200 百万円を計上する見込みです。 

 なお、平成 28 年 3 月期の通期業績への影響につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」に記載のとおりです。 

以 上 
 


